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令和３年９月地 域 協 議 会 だ よ り
本 郷 地 域 自 治 区

◇第２回地域協議会開催 ◇第1回・第３回地域協議会（書面協議）

７月13日に開催された第２回地域協議会では、

５月に実施した第１回地域協議会（書面協議）で

同意が得られた「令和３年度地域コミュニティ活

動交付金に係る事業計画にの変更」「本郷地域魅力

発信プランの評価」の２項目について正式に承認

されました。

また、８月に実施した第３回地域協議会（書面

協議）では、「令和３年度地域コミュニティ活動交

付金に係る事業計画の変更」について同意を得ら

れました。

◇地域魅力発信プランについて

「地域魅力発信プラン」は、各地域の現状を把握し、まちづくりの将来像を明確にするために策

定する地域ごとのまちづくりの計画です。地域魅力発信プランは、地域の皆さまが、地域の課題を

一つずつ解決しながら、同じ目標に向かって一緒に取り組むための、いわば道しるべとなるもので

す。また、策定にあたっては、地域の皆さまが自分の地域に愛着と将来への夢を持てるような、地

域の個性が光るプランとなるように、歴史や文化、自然環境や人材など、地域に眠る資源（宝）を

地域の皆さまが共有し、宝を上手く活用できる取組みを検討いただくことが、本市が目指す「きず

な社会」づくりにおいても効果的です。

私たちの住んでいる本郷地域でも平成２９年３月に「本郷地域魅力発信プラン」が策定されまし

た。（内容は裏面のとおり）このプランには、「安心して暮らせる本郷」など五つの柱が立てられ、

それぞれに具体的目標が掲げられています。地域の課題解決とともに、地域の宝を大切にしながら

まちづくりをしていく将来像が描かれています。

令和３年５月の第１回地域協議会（書面協議）では「地域魅力発信プラン」の実現率に係る評価

を行いました。評価項目については、地域魅力プランは地域の各種団体で共有されているかや設定

した目標の達成に向け、地域の各種団体が主体的にあるいは連携して取り組んでいるかなど４項目

が設定されています。書面協議では、すべてA評価で「地域の各種団体の概ね共有できている」

という評価でした。

今後、地域魅力発信プランに沿ってより良いまちづくりが進められると思います。本郷地域の皆

さんもこのプランをもとに地域の実情を見てみるのもいいのではないでしょうか。

第２回地域協議会開催風景（7月 13日）

地域コミュニティ活動交付金に係る事業計画の変更内容

５月の変更 本郷花いっぱい事業の寄せ植え教室開催回数減等で４万円減、環境部会地域福祉事業

の事業追加により２万円増。

８月の変更 健康フェスタ、まつり本郷中止による９７万４千円の減、新規事業「健康ウォーキン

グコース整備事業」で６２万７千円の増、本郷ふるさと再発見事業で「ぶらり本郷探検

マップ」の改訂版増刷による３５万円の増。
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